
産業雇用安定助成金の

申請について



産業雇用安定助成金とは？

⚫どういう助成金なの？

コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なく

された事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持す

る場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成す

る制度です。

●何を助成するの？

出向運営経費

出向期間中の賃金、教育訓練、労務管理に関する調整

経費など出向中に要する経費の一部を助成

出向初期経費

就業規則の整備費用、備品整備などの出向の成立に要

する措置を行った場合に助成



●どれくらいの助成が受けられるの？

出向運営経費（出向期間中の賃金等）

（※1）独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合の助成率：中小企業２／３、中小企業以外１／２

出向初期経費（出向の成立に要する経費）（※２）

（※１）出向元：雇用過剰業種や生産量が一定程度悪化した企業

出向先：異業種の出向を受け入れる企業
（※２）独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合、出向初期経費助成は支給されません。

出向元 出向先

助成額 各10万円／1人当たり（定額）

加算額（※１） 各5万円／1人当たり（定額）

中小企業(※１) 中小企業以外(※１)

出向元が労働者の解雇などを
行っていない場合

9/10 3/4

出向元が労働者の解雇などを
行っている場合

4/5 2/3

上限額（出向元・先の計） 12,000円／日
R3.8.1追記

R3.8.1追記



⚫出向元企業
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時

的な縮小を行った事業主が対象です。

●出向先企業
出向の受け入れに際して別の人を離職させていないこと

や、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。

●出向元・出向先企業の独立性
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこ

とや代表取締役が同一人物でないことなど、資本的・経済

的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが

必要です。（※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主間の出向も一定

の要件を満たせば助成対象になります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。）

助成を受けるための主な要件は？

R3.8.1
追記



●出向後の処遇

出向労働者が出向期間終了後に出向元事業所に復帰する

ことが前提です。

●出向契約・出向協定

出向元と出向先の企業間で、出向期間、出向中の労働者

の処遇、出向労働者の賃金額と負担割合などを取り決めた

出向契約を結ぶことが必要です。

また、労働組合などと協定を結ぶことが必要です。

●出向する労働者

出向元企業で６か月以上雇用保険に加入し、個別に出向

に同意していることが必要です。



出向の主な要件は？

⚫出向期間
１か月以上２年以内の期間の出向が対象となります。

※助成金の支給対象となるのは最長２年間です。

●部分出向

出向期間内に出向元事業所と出向先事業所の両方で勤務

する部分出向も本助成金の対象となります。

※同じ日に出向元と出向先の両方で勤務を行うものや、
出向先事業所で勤務する日数が出向を行う前の所定労
働日数の半分未満であるものは、助成金の対象となり
ません。



申請手続きについて

出向元事業主と出向先事業主との契約
労働組合などとの協定
出向予定者の同意

出向計画届提出・要件の確認

出向の開始

支給申請・助成金受給



計画届の提出に必要な書類

書類の種類

様式第1号 出向実施計画(変更)届（出向元事業主）

様式第1号別紙1 出向先事業所別調書

様式第1号別紙2 出向初期経費に係る計画届（出向元事業所）

様式第2号 出向実施計画(変更)届（出向先事業主）

様式第2号別紙 出向初期経費に係る計画届（出向先事業所）

様式第3号 出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書及び確認書類

様式第4号 出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書及び確認書類

様式第5号 産業雇用安定助成金 出向に係る本人同意書

確認書類(1) 出向協定書

確認書類(2) 事業所の状況に関する書類

確認書類(3) 出向契約に関する書類



支給申請に必要な書類

書類の種類

様式第6号(1) 産業雇用安定助成金支給申請書

様式第6号別紙 産業雇用安定助成金出向初期経費報告書（共通）

様式第6号(2) 出向元事業所賃金補填額・負担額等調書

様式第6号(3) 出向先事業所賃金補填額・負担額等調書

様式第6号(4) 支給対象者別支給額算定調書（共通）

様式第6号(5) 支給要件確認申立書（産業雇用安定助成金）※

様式第7号(1) 雇用維持事業主申告書

様式第7号(2) 労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書

申請様式 支払方法・受取人住所届 ※

確認書類(4) 出向の実績に関する書類

確認書類(5) 雇用維持要件の確認書類

※ 出向元事業主、出向先事業主がそれぞれ作成してください。



●計画届の提出は出向開始日の前日（可能であれば

２週間前）までに行ってください。

●計画届の提出・支給申請の手続きは出向元事業主が

まとめて行います。出向先事業主は出向元事業主へ

書類を提出してください。

●お近くの労働局・ハローワークが窓口です。最寄り

の労働局及びハローワークのお問い合わせ先は、

厚生労働省HPをご確認ください。

●在籍型出向についての相談窓口があります。

公益財団法人 産業雇用安定センター

全国４７都道府県にセンターの事務所があります。

申請手続きの注意点



助成金を受けるにあたっての支給要件は、今回ご

説明した以外にもあります。

ご不明な点は、下記のコールセンターもしくは最

寄りの都道府県労働局またはハローワークまでお問

い合わせください。

＜コールセンター＞

電話番号 0120-603-999

受付時間 9:00～21:00 土日・祝日含む

最後に


